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主なステークホルダー会合での報告
1. 第３回日本放射線安全管理学会・保健物理学会合同大会

企画セッション：12月1日（水）15：35～16：45

2. 医療放射線防護連絡協議会年次大会

12月10日（金）13:00～17:00

3. アンブレラ事業ネットワーク合同報告会

1月25日（火）14:00～17:00

4. 日本原子力学会保物環境部会企画セッション（予定）

3月17日(木) 13:00-14:30

その他、各種会合で説明あり
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ステークホルダー会合での報告（１）

日本放射線安全管理学会・保健物理学会合同大会
企画セッション：12月1日（水）15：35～16：45

1. 線量登録管理制度に関する検討内容 吉澤道夫(原子力機構) 20分

2. 線量登録管理制度構築に向けての検討課題 浅野智宏(放射線影響協会) 15分

3. 大学関係からの提案 渡部浩司(東北大学) 10分

4. 医療分野における検討状況 大野和子(京都医療科学大学) 10分

5. 全体討論 15分

 全体討論での主な質疑

 制度構築に向けての進め方等に対する異論は出なかった。ただし、以下の質疑があった。

 中央登録制度の番号は不明になる可能性があるので、マイナンバーを使うべき。

 登録機関は、生涯線量を記録・保存するために、組織が確実に50年以上存続する必要がある。

⇒ 理想はそうだが、制度発足のための条件（ハードル）を高くすると検討が進まない。今は
前向きに検討が進められるよう、現実的な路線を優先したい。
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ステークホルダー会合での報告（２）

医療放射線防護連絡協議会年次大会 12月10日（金）13:00～17:00
1. 教育講演 「個人線量管理の動向」 吉澤道夫(原子力機構) 30分

2. 高橋信次記念講演「これからの医療放射線の安全管理を考える」米倉義晴（大阪大学）

3. 古賀佑彦記念シンポジウム「今後の線量管理に向けた取り組み」

4. 総合討論とまとめ

 線量登録管理制度に関する主な議論 ５０名程度（通常の半分）ただし、Web配信有り

 医療放射線管理の強化（医療被ばく低減）は、従事者被ばく低減にもつながるので、
検討の良い機会である。

 線量情報が誰のものかを整理しておく必要がある。個人と事業者の関係など。

 大きな病院でも、放射線管理（被ばく管理）体制（責任部署）がない。

 診療放射線技師は管理に積極的な雰囲気だが、医師の意識との差異が大きな問題か
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ステークホルダー会合での報告（３）

アンブレラ事業ネットワーク合同報告会

1月25日（火）14:00～17:00の内、 15:35～16:20

1. 報告（吉澤）「職業被ばく最適化推進NWの活動について」

2. 今後のネットワーク活動について

指定発言： 欅田先生、佐々木康人先生

意見交換

 主な意見

 複数の医療機関に従事する際の線量管理が課題

 医療放射線の安全管理の強化とともに、医療従事者の管理改善が進むことを期待

 ここ10年で放射線管理の意識が変わってきており、制度構築の機は熟している。

 医療従事者には多くの職能があり、各々の団体への働きかけが必要

 種々の学会、J-RIMEなどで報告・説明して是非、制度構築の意識を高めて欲しい。

 中立的な立場で活動を支援するネットワークの存在は重要である。
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目的・方法
 目的

 医療分野の線量管理について、厚労省関係の活動で職種別の被ばくの実態
等は情報があるが、複数事業所での勤務実態と線量管理の状況については
情報が見当たらない。このため、医療分野の従事者を対象にWebを通じた
アンケート調査を行い、制度設計の基礎データとする。

 方法

 医療関係者が利用するWebサイト（M３）を通じたアンケート調査

 調査対象：現在又は１年以内に放射線診療（補助含む）を行った医師

 回答者数：251名

 設問内容：別紙のとおり

108- 657 -



別紙 アンケートの設問
Q0-1:先生のご年代をお選びください。

①20代、②30代、③40代、④50代、⑤60代、⑥70代以上

Q0-2:先生が主に勤務している施設の都道府県をお選びください。

47都道府県リストから選択

Q1：先生が主に勤務している施設の病床数をお選びください。

①400床以上、②200〜399床、③100〜199床、④20〜99床、⑤1〜19床、⑥0床

Q2:先生の主な診療科としてあてはまるものを1つお選びください。

41分類から選択

Q3:先生が直近5年間で勤務された医療機関の施設数（病院やクリニックなど）を
お答えください。

うち、直近1年間で勤務された医療機関の施設数をお答えください。

Q4:先生はこれまでにX線などの放射線または放射性同位元素を使用する検査・治
療等（以下「放射線診療」という）をご自身で実施していましたか。ご実施経験
として当てはまるものをお選びください。

※ご自身主導ではなく、補助的立場で実施した場合も含めてお答えください。

①現在携わっている。②現在は携わっていないが、直近１年以下に携わってい
た。③直近１年間は携わっていないが、直近５年間は携わっていた。④直近５年
間は携わっていない。

Q5:先生がこれまでに勤務した施設のうち、放射線診療に携わっていた施設数をお
答えください。※ご自身主導ではなく、補助的立場で実施した場合も含めてお答
えください。

Q6:過去1年間に放射線診療に携わっていた医療機関のうち、個人被ばく線量計を
使用している医療機関数を教えてください。なお、個人線量測定機関のバッジ以
外のポケット線量計による測定を含みます。

Q7:先生は眼の水晶体の被ばく線量測定用の線量計＊1を使用したことがあります
か。 （*1：眼の近傍や防護メガネに装着する線量計）

Q8:先生は昨年度、放射線診療業務により有意な被ばく（個人線量計の検出下限以
上の被ばく）をしましたか。

①はい（数値がわかる）、②はい（有意な被ばくはしたが、その数値はわからな
い）、③いいえ、④わからない

Q9:昨年度、放射線診療業務により有意な被ばくをされた（数値がわかる）とお答
えいただきましたが、以下の具体的な値を教えてください。

※複数の医療機関において被ばくをされている場合、ここでは主たる医療機関で
の数値を記入ください。

実効線量 mSv/年、眼の水晶体等価線量 mSv/年

Q10:先ほど主たる医療機関での被ばく線量をお答えいただきましたが、それ以外
の従たる医療機関での具体的な値を教えてください。

実効線量 mSv/年、眼の水晶体等価線量 mSv/年

Q11:Q8で「わからない」とお答えいただきましたが、分からない理由について当
てはまるものをお選びください。

①覚えていないから、②放射線被ばくに関心がないから、③その他（自由記述）

109- 658 -
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病床数 人数

400床以上 97

200～399床 39

100～199床 21

20～99床 15
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勤務先施設数
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1年間 5年間

施設数 １年間 ５年間

１施設のみ 167人
(78%)

123人
(57%)

複数施設 48人
(22%)

92人
(43%)

施設数 １年間 ５年間

１施設のみ 113人
(53%)

58人
(27%)

複数施設 102人
(47%)

157人
(73%)

放射線診療等

勤務先（放射線診療等以外含む）
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個人線量計（体幹部用）の使用数
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個人線量計（体幹部用）の数の人数分布

個人線量計
使用数

人数 割合

0 26 12%

1 164 76%

2 19 9%

3 4 2%

4 1 0.5%

5 1 0.5%

合計 215 100%

放射線診療等
実施施設数

人数

1 23

2 2

3 1

個人線量計なし(26人)の施設数
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眼の水晶体用線量計の使用状況

眼の水晶体用の線量計を着用しているか 人数 割合

はい 58 31％

いいえ 106 56％

わからない 25 13％

体幹部用個人線量計使用者（189人）の眼の水晶体用線量計の使用状況

114- 663 -



有意な被ばくの有無とその数値の把握状況

被ばく無し
62%

被ばく有り
30%

わからない
8%

有意な被ばくの有無

数値がわ

かる

30%

数値がわ

からない

70%

有意な被ばく有り（56名）中、数値がわかる割合
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被ばく線量分布
線量（mSv/年）

実効線量
（人）

眼の水晶体の等価線量
（人）

0.10〜1.00 6 10

1.01〜5.00 5 5

5.01〜10.00 3 1

10.01〜15.00 1 1

15.01〜20.00 2 0

20.01〜25.00 0 0

25.01〜50.00 0 0

50超過 0 0

合計 17 17 

＊複数の個人線量計を有している場合は、その合計
値。
（対象者は４名のみ）
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アンケート結果からわかること（対象：医師）
 放射線診療を複数施設で実施している割合が多い。

 現在又は１年間では２２％、５年間では４３％

 使用している個人線量計は施設数よりも少ない（１個）場合が多い。

 放射線診療に従事していても個人線量計を使用していない医師がい
る。

 今回の調査では、26人（12％)の医師が個人線量計を使用していない。

 内科：13人、外科：3人、整形外科：2人、小児科：6人、精神科：2人

 有意な被ばく（検出限界以上）の割合は個人線量計使用者の30％

 しかし、有意な被ばくをしているかどうかが不明な者が8％いる。

 有意な被ばく有の回答者で数値を把握している者は30％しかいない。
117- 666 -



アンケート結果に基づく推定
 医療分野（医師）で線量登録管理制度構が必要と考えられる人数

 ベース：個線協データ（医療機関の医師の人数：D=175,292人）

 制度の対象となる候補

① ５年間で複数勤務有の者： D人×43％＝75,368人

② 有意な被ばくがある者： D人×30％＝52,587人

③ 有意な被ばく有(数値不明)： D人×30％×70％＝36,811人

118- 667 -



 

 

 

 

 

令和 3 年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費 

（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワーク

とアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業 

 

 

線量登録管理制度検討グループ成果報告書 

（案） 
 

表紙のみ（以下、省略） 
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今後のネットワーク活動について

令和４年１月２５日

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所
吉澤 道夫

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークと
アンブレラ型統合プラットフォームの形成事業

第５回ネットワーク合同報告会

資料－５
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実現に向けての今後の活動
医療分野での検討のプロモート

医療関係の学会・機関（医療放射線防護連絡協議会、関係学会
等）への継続的な働きかけ

国からの推進指導（厚労省） ⇒継続的な情報提供・意見交換

中央登録センターの協力・支援 ⇒具体的な提案の検討など

個人線量測定機関協議会の協力要請 ⇒登録フローへの関与

大学関係の検討状況・内容の把握

管理記録等の標準化などは、分野を超えた共通的な課題への解
決策になる可能性大

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
121- 670 -



本事業後のネットワーク活動（イメージ）
関係者が集まるネットワークを維持・拡大し、情報共有・意見交換、
必要に応じた推進へのアクションを行う

ネットワーク

個人線量測定機関
協議会原子力機構

量研機構

国
• 厚労省（医政、労安）
• 原子力規制委員会

大学関係

医療分野の団体
• 医療放射線防護連絡協議会
• 医学系学会
• 放射線診療技師学会

・・・

放射線影響協会
中央登録センター

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
122- 671 -



合同報告会での主な議論

① ここ10年で放射線管理の意識が変わってきており、制度構築
の機は熟している。

② 医療従事者には多くの職能があり、各々の団体への働きかけ
が必要

③ 種々の学会、J-RIMEなどで報告・説明して是非、制度構築の
意識を高めて欲しい。

④ 中立的な立場で活動を支援するネットワークの存在は重要で
ある。
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別添１－６ 国家線量登録制度検討グループ第３回会合議事概要 
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令和 3年度国家線量登録制度検討グループ第３回会合 議事概要 

 

１．日時：2022年 1月 26日（水）13：30～15：15 

２．場所：Web会議開催 

３．出席者（敬称略）： 

検討会メンバー主査：吉澤道夫 

委員：浅野智宏、飯本武志、岡﨑龍史、神田玲子、百瀬琢磨、渡部浩司 

オブザーバ  高橋知之（PO） 

原子力規制庁 放射線防護企画課 大町康 

厚生労働省 労働基準局 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室（欠席） 

厚生労働者 医政局 地域医療計画課（欠席） 

事務局      木内伸幸、谷村嘉彦、橘晴夫、山口紀雄、高橋聖 

 

４．議事項目 

（１）ステークホルダー会合の報告（ネットワーク合同報告会を含む） 

（２）アンケート調査の結果について 

（３）報告書の検討について 

（４）次年度以降のネットワーク活動について 

（５）その他 

 

５．配布資料 

資料 1 令和３年度第２回会合議事概要（案） 

資料 2 ステークホルダー会合の報告について 

資料 3 アンケート実施結果について 

資料 4 線量登録管理制度検討グループ成果報告書案 

資料 5 今後のネットワーク活動について 

 

６．議事概要 

６．１ 第２回会合議事概要（案）の確認 

主査より資料 1の前回議事概要（案）の確認がありコメント等はなかった。 

 

６．２ ステークホルダー会合の報告について 

主査より資料 2に基づき、ステークホルダー会合の報告が行われた。 
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ステークホルダー会合の報告について以下の議論があった。 

・日本学術会議放射線・臨床検査・病理分科会「医療従事者の放射線管理ワーキンググルー

プ」で検討結果を報告したところ、次の意見があった。医師の線量管理の意識は徐々に向上

しているが、一元管理については費用面の問題から無理に進めると従事者登録を行わないな

どの線量管理のひずみが生じる恐れがある。公的費用や医療費等による補助が必要ではな

いか。 

・日本学術会議では線量一元管理の前にまずは線量管理や教育が重要、という方向性で提言

をまとめるとのことであった。 

・昨日（1月 25日）のネットワーク合同報告会で、指定発言として、医療放射線管理と労働安全

としての線量管理が強化されつつあり、徐々に意識も高まってきている、との報告があった。こ

れを重要な情報として取り上げておくべき。 

・医療法が強化されても放射線科医師以外はまだ線量管理が浸透しているとは言い切れず、

一元管理もしっかり説明しないと納得されない状況である。 

 

６．３ アンケート調査の結果について 

主査より資料 3に基づき、アンケート調査結果の説明が行われた。 

アンケート調査結果について以下の議論があった。 

・専門科目で放射線作業の頻度が大きく異なるのでその傾向がアンケート結果にも表れている 

・複数病院に携わっていて線量計使用数が１つの方がいるが今回のアンケートではその理由ま

では判明していない。ルール上は病院ごとに線量計を区別して使用することになっているは

ずである。 

 

６．４ 報告書の検討について 

主査より資料 4に基づき、報告書案の説明があった。 

報告書案について以下の議論があった。 

・報告書案 19 ページ： 医療分野における名寄せに用いる番号について、マイナンバーは無

理なので、医師免許証番号または看護師免許証番号を使用するのがよいと考える。 

⇒記載の主旨はそのとおりなので、他の場所での記載との整合を考慮して修正する。 

・一週間程度で全体をよく見ていただきコメント等あれば主査へ送っていただくこととした。 

 

６．５ 次年度以降のネットワーク活動について 

主査より資料 5に基づき、今後のネットワーク活動について説明があった。 

今後の活動について以下の議論があった。 
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・今後のネットワーク活動の概念図は、当面取組む医療分野等が中心だが、工業分野なども含

めて一元化活動が拡大していくように見えるようにしてはどうか。 

・ネットワーク活動概念図の「大学関係」を大学と研究教育機関に変更して KEK などの共同研

究機関を含むことを示してはどうか。 

・他の分野として、獣医師が考えられる。薬剤師は医療分野に含めてよい。 

・今後のネットワーク活動概念図は、当面の医療分野をターゲットとした活動と、将来的な日本

全体の一元化に向けた活動を分けて記載する。工業分野や獣医師は将来的な活動に含め

る。 

・J-RIME は患者の被ばくのみがターゲットであるが厚労省の関与があるため、うまく活用でき

るとよい。 

・医療分野にアプローチする団体としては医療放射線防護連絡協議会に入っている学会がメ

インとなる。整形外科学会が含まれているかどうか確認が必要である。 

⇒医療放射線防護連絡協議会に入っている学会の最新情報を確認する。 

・放射線看護学会も重要である。 

・原子力規制委員会としての関与は放射線審議会や RI 規制室がメインとなるので、具体的に

記載してはどうか。農水省なども関係するかもしれないので国のカテゴリー内に「等」を入れて

おいた方がよい。 

・個人線量測定機関協議会を活動に含めて大丈夫か確認いただく。 

・厚労省（労働安全衛生課）への説明を行い、医政局へ説明するのがよいとのコメントがあった。

今後、医政局へのコンタクトを図る。 

・今後の原子力機構、量研機構の役割はネットワーク運営の事務局となる。量研機構は次期中

長期計画の中に職業被ばく最適化研究が残るが、どの程度寄与できるかは担当する研究者

次第のところもある。原子力機構はボランタリーになると思う。 

・現在の委員会メンバーは基本的に今後も協力をお願いしたい。 

 

６．６ その他 

主査よりアンブレラ事業としては今回が最後の会合であり、５年間の活動で現実的な国家線量

登録制度案が策定できたことへの謝意が述べられた。高橋 PO 及び規制庁大町氏よりご挨拶いた

だいた。 

 

以上 
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別添２ ステークホルダー会合での報告内容 
 

 

別添２－１ 日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会第３回合同大会（企画セッ

ション） 要旨及び発表スライド 

別添２－２ 医療放射線防護連絡協議会年次大会（教育講演） 発表スライド 
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別添２－１ 日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会第３回合同大会 

要旨及び発表スライド 
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職業被ばくの線量登録管理制度の検討 

Study on individual dose registry system for occupational exposure 

 

吉澤道夫 1)、神田玲子 2)、浅野智宏 3)、飯本武志 4)、岡﨑龍史 5)、百瀬琢麿 1)、渡部浩司 6)、大野和子 7) 

Michio YOSHIZAWA1), Reiko KANDA2), Tomohiro ASANO3), Takeshi. IIMOTO4), Ryuji OKAZAKI5), 

Takumaro MOMOSE1), Hiroshi WATABE6), Kazuko OHNO7) 

原子力機構 1)，量研機構 2)，放影協 3)，東大 4)，産業医科大 5)，東北大 6) ，京都医療科学大学 7) 

JAEA1), QST2), REA 3), UTokyo 4), UOEH5), Tohoku U6), Kyoto-MSC7) 

 

1. はじめに 

 原子力規制庁放射線防護研究アンブレラ型ネットワーク推進事業（アンブレラ事業）の課題解決型ネ

ットワークの一つとして、職業被ばくの線量登録管理制度を検討している。この検討状況を報告する。 

2. 検討の背景及び目的 

我が国では、放射線作業者の全ての職業被ばくの線量（個人線量）を登録管理する制度が原子力分野

を除き整っていない。一方、国際的には、国の制度として個人線量の登録管理と職業被ばく状況の把握

を実施している国が多い。このため、日本学術会議から提言「放射線作業者の被ばくの一元管理につい

て」が出された。しかし、その後具体化が進んでいない。そこで、アンブレラ事業の中に設置された課

題解決型ネットワークの一つとして、国家線量登録制度検討グループを設置し、大学、原子力、医療分

野のメンバーで検討を進めている。この検討では、従来の検討が広くステークホルダーを巻き込んだも

のとなっていなかったこと等を踏まえて、実現可能性のある合理的方法を提案し、ステークホルダーと

広く議論を行い、具体的な解決策を提示することが目的である。 

3. 検討内容 

検討グループでは、複数の制度案とそれらの展開を検討してきた。原子力分野は制度が確立している

ことから、主な議論の対象は、医療分野と大学関係である。検討グループでは、表に示す４つの案を検

討してきたが、分野別に状況・課題がかなり異なること（医療分野は線量管理の課題が多い、大学関係

は被ばく線量が低く線量管理よりも記録の合理化が課題など）から、まず未確立の分野が特徴にあった

制度を構築し、将来的に全分野統一的な制度を目指すアプローチがよいのではないかと考えている。 

4. 本セッションの内容 

本セッションでは、①上記の検討内容及び実現に向けたアプローチ、②制度構築に向けての検討課題、

③大学からの提案

及び④医療分野に

おける検討状況を

報告し、これらを基

に線量登録管理制

度の構築に向けて

広く関係者と意見

交換し合意形成を

図りたいと考えて

いる。 

表 検討した複数の線量登録管理制度案 
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線量登録管理制度に関する検討内容

国家線量登録制度検討グループ
吉澤 道夫

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所

第3回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会
令和３年１２月１日

企画セッション「我が国の放射線防護の課題を解決するためのネットワーク」

テーマ３：職業被ばくの線量登録制度の検討

本発表は、原子力規制委員会令和３年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野
における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の成果である。
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課題別ネットワーク

リンケージ

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防護
研究基盤

事務局
量研

国際動向の情報提供 国内状況の情報収集

アンブレラの概要(構成）

分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォームを形成
当面の課題として、①放射線安全規制研究の重点テーマや人材の不足、線量に関する諸問
題、②緊急時対応人材の育成、③職業被ばくの個人線量管理、に関する検討を実施

放射線防護アンブレラ
代表者会議

日本放射線
安全管理学会

日本放射線
影響学会

放射線事故･
災害医学会

日本保健
物理学会

緊急時放射線
防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
量研
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職業被ばくの最適化推進ネットワーク

アンブレラ型プラットフォームの課題解決型ネットワークの１つとして
「職業被ばくの最適化推進ネットワーク」を設置

運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)

２つのグループで活動

① 国家線量登録制度検討グループ
目標： 国家線量登録制度(NDR)の設立に向けた具体的な提案と合意形成

② 線量測定機関認定制度検討グループ
目標： 個人線量測定機関（外部サービス機関及びインハウス事業者）の

認定要件（技能試験の内容・方法等を含む）の確立
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１．検討の背景と目的
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検討の背景

放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言） 「放射線作業者の被ばくの一元管理について」
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するための具
体的な方法」

省庁等への働きかけ → 具体化せず

最近の被ばく管理に関する動き
大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネットワークで

線量管理を検討

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の複数

年に亘る線量管理の必要性が増大
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国家線量登録制度検討グループ

目的：

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用した
実現可能性のある合理的方法を、実現に向けた課題とともに提案する。

参加メンバー：
氏名 所属

主査 吉澤 道夫 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所

委員 浅野 智宏
伊藤 敦夫

放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター（Ｒ３年度から）
〃 （R２年度まで）

委員 飯本 武志 東京大学環境安全本部

委員 岡﨑 龍史 産業医科大学 産業生態科学研究所

委員 神田 玲子 量子科学技術研究開発機構

委員 百瀬 琢麿 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

委員 渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
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２．主な検討内容
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日本学術会議報告書（提言）の主要点

一元管理の必要性

被ばく前歴の把握（法令要求）ができていない（特に医療領域）。

原子力・放射線に対する国民の理解を得る。

原子力・放射線利用の先進国として不十分（多くの国では確立済み）。

国際的な大規模な疫学調査に貢献できるようにする。

一元管理のシステムに求められる基本機能

① 放射線作業者個人の法的管理期間内（５年間及び１年間）の被ばく線量及び放射線

作業の開始時点からの生涯線量（累積線量）を一括して把握できるようにすること。

（作業場所が異なっても同一個人であることを確認できるように「名寄せ」する。）

② 原子力施設、医療施設、工業施設等あらゆる原子力・放射線利用の領域で業務に従

事している、あるいは、従事していた全放射線作業者の業務上の被ばく線量を包括

的に把握できるようにすること。
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日本学術会議が提案した一元管理

国（放射線防護関連）
厚労省、原子力規制委員会、経産省

国家線量登録機関
（名寄せ、前歴データ提供、被ばく統計作成等）

放射線影響協会
（中登センター）

各原子力・除染
事業者

その他各事業者

各雇用主
従事者登録番号取得

測定サービス機関
（登録代行）

被ばく統計等の報告

 対象：全ての放射線業務従事者
 目的・役割：
① 被ばく前歴等の把握（照会対応）
② 日本人の完全な職業被ばく線量統計の作

成、国民線量の把握
③ 疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供
 特徴：
登録機関は国が設置
原子力分野は既存の管理方法を活用
測定サービス機関の登録代行
制度導入に伴う個人線量管理の合理化
被ばく前歴の照会対応
線量記録の保管義務の免除
ある線量レベルに達した場合の作業者及び雇
用主への通知
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実現に至らなかった主な要因

広くステークスホルダーを巻き込んだ議論ではなかったため、ステークス
ホルダーの理解が得られなかった。

主要なステークスホルダー（国、事業者）が以下の各々の理由で実現に
向けたインセンティブが働かなかった。

国（規制当局）：
国の事業として実施する必要性が見いだせない

• 線量限度担保のための線量管理（前歴把握等）は雇用主・事業者の役割
• 原子力分野では既に事業者による運営制度が確立している。

事業者：
被ばく線量が低い（検出限界未満が大多数）、複数年管理はまれであるのに、コス
トを費やす必要性がない
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検討方針

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ
活用した実現可能性のある合理的方法を、実現に向けた課題とともに提
案する。

検討内容はステークホルダー会合（学会等）で報告し、合意形成を図る。

ステークホルダー会合（主な実績）

• 日本保健物理学会第５３回研究発表会（2020年６月２９日）
• 日本放射線安全管理学会第１９回学術大会（2020年１２月１０日）
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考えられる複数の線量登録管理制度

① 国家線量登録機関による中央一括管理（全作業者） ←学術会議が提言した制度
② 事業者設置機関による一括管理（全作業者）
③ 事業者設置機関による管理（一部作業者：複数事業所作業、一定線量以上）
④ 業界・分野別の管理
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分野別に異なる状況

原子力分野

全体６万人強、複数事業所作業者10％程度、平均0.7mSv程度、年20mSv超の者あり

放射線従事者中央登録制度が確立

研究・教育分野（医療以外）

全体６万人程度、検出下限未満がほとんど（95％以上）、20mSv超：いても数人

線量よりも健康診断・教育等の管理記録のやり取りの合理化が優先課題

医療分野

人数が多い（ 個線協で40万人程度）、検出下限以上が20-30％程度、年20mSv超の者あり

線量計着用、被ばく線量低減などの線量管理の課題解決が優先課題

眼の水晶体の線量限度変更により、線量登録管理の必要性は高くなっている
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原子力分野（放射線作業者中央登録管理制度）

• 人数：約６万人
• 平均線量0.6mSv

• 複数事業所で従
事する作業者の
個人線量が把握
可能

• 手帳制度により
教育歴、健康診
断結果も把握で
きる

放射線影響協会 放射線従事者中央登録センターHP公開データ

放射線業務従事者の線量別従事者数の年度推移
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研究・教育分野の被ばく線量分布
個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

50超過 0 0 0 0

25.01〜50.00 0 0 0 0

20.01〜25.00 1 1 0 0

15.01〜20.00 0 3 1 0

10.01〜15.00 3 5 4 0

5.01〜10.00 30 31 30 32

1.01〜5.00 340 345 429 379

0.10〜1.00 1,731 1,557 1,524 1,239

検出限界未満 63,982 62,524 61,030 56,067

63,982 62,524 61,030 
56,067 

1,731 1,557 1,524 

1,239 
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医療機関の被ばく線量分布
個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

50超過 6 8 8 13

25.01〜50.00 109 76 78 63

20.01〜25.00 83 102 89 98

15.01〜20.00 265 217 204 209

10.01〜15.00 697 685 604 606

5.01〜10.00 3,205 2,943 2,800 2,744

1.01〜5.00 27,361 26,457 26,083 26,141

0.10〜1.00 65,779 66,368 67,105 68,741

検出限界未満 286,547 295,864 304,799 316,063

286,547 295,864 304,799 316,063 
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制度構築に向けた進め方の提案

基本路線として「業界・分野別の管理の構築」を特に医療分野を中心に進め、大学等
では放射線管理記録等の標準化を進めるのが現実的な対応
保健物理学会等のステークホルダーとの会合での意見としては、国が「①国家線量登録機関による

中央一括管理」を進めることが理想的との意見が半数近くを占めるが、その背景には、費用を負担

することに対する抵抗がかなり大きい。

国の事業とすることには否定的。⇒ ①を実現できる可能性は、現状では低い。

分野により線量管理の状況、線量登録管理の要求度がかなり異なる。

ただし、全分野共通の一元管理を目指して準備しておくことが重要

具体的には以下を分野を問わず共通とすることを意識しながら進める必要

個人識別番号の付与（例：中登センターID）

登録する線量の標準化

個人情報管理（事前同意等）など
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登録すべき情報

個人識別情報

将来を考えて各人に固有な従事者登録番号を付す事が必要
⇒中央登録制度の番号制度を活用するのが有効

番号発行制度（現在は手帳発行機関が実施）の拡大を検討する必要

医師、看護師、技師には個人識別に使える番号があるが、これは補助的なものと
し、中登制度番号の活用を検討する必要

線量情報

登録すべき線量：実効線量、等価線量（皮膚、眼の水晶体）

測定値（１cm線量当量等）は不要

外部被ばく、内部被ばくを分ける必要はない。
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線量登録管理制度構築により実現できること

原子力分野以外でも、本来の “個人”線量管理が実現できる。

被ばく前歴の把握、複数年の合算、複数事業所での合算

記録の散逸防止・保管

労働災害保険対応（被ばく線量データの提供）

健康影響調査等への貢献

疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

我が国の職業被ばく統計の作成、国民線量の把握
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最後に：線量登録管理制度の実現のために必要なこと

実現に到っている線量登録管理制度（原子力分野）では、国と事業者の両方
が、制度確立の必要性を強く認識

• 国： 業界への指導、構築のための調査の実施

• 業界：制度の構築が必要不可欠と認識し、費用負担を受容
線量登録管理制度の実現には、国と業界・分野の両方が線量登録管理制度
構築の必要性を認識し、検討を進めること

特に、医療分野では制度の必要性が高いと考えられることから、是非、前向き
に、積極的な検討をお願いしたい。

登録管理制度のためのコストの確保

業務・分野別の制度の場合、運用コストは参加事業者が負担する必要 ⇒ コストダウンの検討

初期投資コストは国の補助を期待したい。
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本セッションの構成について

報告内容

1. 線量登録管理制度に関する検討内容（本報告） 吉澤道夫（原子力機構）

2. 線量登録管理制度構築に向けた検討課題 浅野智宏（放影協）

3. 大学関係からの提案 渡部浩司（東北大）

4. 医療分野における検討状況 大野和子（京都医療科学大）

全体討論（15分） 以下について意見をいただきたい

制度構築に向けた方向性

線量登録フロ－等の提案について

更に検討すべき事項 など
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企画セッション「我が国の放射線防護の課題を解決するためのネットワーク

テーマ3：職業被ばくの線量登録管理制度の検討

線量登録管理制度構築に向けての検討課題

第３回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会
令和３年１２月１日

国家線量登録管理制度検討グループ

浅野 智宏

公益財団法人放射線影響協会
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我が国の線量登録管理制度の現状

 被ばく線量登録管理制度の運用

 定期的（四半期又は年度毎）な被ばく線量の登録及び指定解除後の記録の引渡し

 原子力業務従事者被ばく線量登録管理制度（昭和52年10月発足）

 除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度（平成25年11月 発足）

 放射性同位元素(RI)等業務従事者被ばく線量登録管理制度（昭和59年10月発足）(一部のRI事業者が
参加)

 放射線管理手帳制度の運用

 最新情報(被ばく線量等）を記入し、原子力従事者及び除染特別地域の除染等従事者は必ず放
射線管理手帳を所持する。

 国の指定を受けた記録保存機関としての業務

 放射線影響協会は、法令に基づく指定記録保存機関として、引渡を受けた記録の長期保
存、事業者からの記録の照会及び本人からの開示請求への回答を行う。
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先行制度の特徴

• 原子力施設

１回/年の頻度で中登センターに登録。オンライン端末で照会可 ⇒ 線量データの名寄せ

放射線管理手帳を利用。定期的な放射線管理記録の引渡し。電離健康診断記録の引渡しはなし

• 除染等業務

除染特別地域及び事故由来廃棄物等の処分に係る従事者

 元請事業者が１回/３か月の頻度で中登センターに登録し、オンライン端末で照会可 ⇒ 線量データの名寄せ

 作業員の事業場間の短期間での移動 ⇒ 放射線管理手帳を利用

 工事終了後の放射線管理記録と電離健康診断記録の引渡し

除染特別地域外

 放射線管理手帳は利用せず、工事終了後の放射線管理記録と電離健康診断記録の引渡しのみ

• RI施設

従事者の施設間移動の頻度は低く、放射線管理記録と電離健康診断記録の長期保管が主

放射線管理手帳は利用せず、線量データを１回/年の頻度で中登センターに登録し、オフラインで照会

先行制度も業界・分野によって登録管理のニーズが異なる 154- 703 -



業界・分野別の管理の検討

• 対象：各業界・分野の放射線業務従事者

• 目的・役割

被ばく前歴等の把握(照会対応)

労災保険に係る被ばくデータ提供

疫学研究等へのデータ提供

• 費用負担

各業界での取組み

• 制度導入に伴う個人線量管理の合理化

被ばく前歴の把握が容易

線量記録の保管義務の軽減?

５年間積算(実効線量、眼の水晶体線量)

が容易

対象者のいる雇用主
従事者登録番号取得

各原子力・除染
事業者

その他各事業者

測定サービス機関
(登録代行)

対象者の通知

必要な業界が独自に構築

放射線影響協会
（中央登録センター）
(名寄せ、前歴データ提供

等)

線量登録機関
(名寄せ、前歴データ提供

等)
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登録管理制度の具体化に当たって検討すべき事項

• 対象とする線量データの保管状況

電子化されているか? 紙媒体のみか? (記録の整理に要する費用(人件費)に影響)

• 登録管理制度に期待される対象項目

定期的な線量データの登録? 線量の名寄せ? 紙媒体の記録類の長期保管義務の軽減?

• 個人識別情報の付与

将来を考えて各人に固有な従事者登録番号を付すことが必要

従事者の識別情報の付与と登録の方法（数万人～数十万人の個人情報を確認しつつ、誰が、どのよ
うに初期登録するか)

• 登録管理システムの構築

初期費用の確保

オンラインシステムか? オフラインシステムか? ⇒ 計算機システム費用（業務量に応じたス
ペックの確定）、アプリケーションソフトウェアの整備費、等の積み上げに影響

• 登録管理制度の運用

運用経費の確保

業務規模に応じた線量登録機関の要員配置（人件費）、システム保守費、事務所借料、一般管理
費、システム更新のための積立費用、等の積み上げ 156- 705 -



個人線量の測定対象者数

• 個人線量測定機関協議会及び中央登録センターの統計によると、令和２年度の個人線量の測定対
象者数は約66万人。

• このうち、中登センターの先行制度の人数は年間約10万人に対し、一般医療は年間約40万人

個人線量測定機関協議会の統計(令和2年度)
中央登録センターの統計
(令和2年度又は令和2年)

個人氏名の照合は行われていないため、期間中に他の事業所への異動により測
定会社が変更された場合には、別人として集計されている

測
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医療分野を例とした線量登録フローの検討

• 個人線量の測定対象者が多い医療分野を例に線量登録フローを検討

 従事者の線量（実効線量・水晶体等価線量）の測定は適切に行われて
いるか

 線量データの管理は適切か
 従事者のブロック５年の線量管理は適切に行われているか
 従事者の施設間の移動(異動)に伴う線量管理は適切に行われている

か
 一時的に本人の所属以外の施設で放射線作業を行った従事者の線量

記録の管理は明確か

 放射線管理記録、電離健康診断記録の管理は適切か
 施設管理者として施設の過去の従事者の記録類は適切に保管されて

いるか
 電離則の管理者として、雇用者の記録類は適切に管理されているか

 線量データの保管状況
は医療機関により異な
るため、電子化されて
いる線量測定サービス
機関の管理支援サービ
スの利用を想定

 記録の保管状況は医療
機関により異なるた
め、本報告では対象外
（別途考慮が必要?）

 線量測定は適切に行わ
れている前提で検討
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線量登録フローの提案

• 検討の前提

登録制度の対象は、線量データのみとする。

線量測定サービス機関【測定機関】の管理支援サービス(ブラウザサービス)を利用して日常の線量管理
を行っている。

• 線量登録フローの提案

1. 医療機関は、従事者本人に対して、線量登録機関【登録機関】での個人情報の取扱いの同意を取得す
る。

2. 医療機関は登録機関に事業所と従事者の識別情報を登録する。

3. 登録機関は医療機関に事業所ID及び従事者IDを通知するとともに、識別情報をDBに登録する。

4. 医療機関は登録機関に対して、対象者を明確にして、線量測定機関からのデータの取得を依頼する
（過年度データも合わせて）。

5. 登録機関は測定機関に対象者のデータ提供を依頼する。

6. 測定機関は登録機関に線量等のデータを提供する。

7. 登録機関は登録内容を確認し、DBに登録する(名寄せ等を実施)。

8. 登録機関のDBから従事者IDを測定機関にフィードバックし、将来の運用に向けてデータを蓄積する。

9. 医療機関あるいは測定機関は、登録機関に名寄せした線量結果を照会することができる。
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1.本人同意取得

2.識別情報登録 ・事業所登録申請

・個人識別登録申請

4.定期線量登録【依頼】

施設a

施設b

施設c

日常の線量管理

医療機関（施設管理者）

• 年度内に従事した医療従事者全員分の定期線量登録を依頼
【費用負担人数】

・
・
・

・
・

測定機関A

3.事業所番号付番
個人識別情報確認・登録
【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】

5.測定機関に線量の提供を依頼

・個人識別項目【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】でマッチング

DB

管理支援サービス
(ブラウザサービス)

事業所ID通知

従事者ID通知

DBへのID登録

年度実効線量
年度水晶体線量

過年度の線量

測定機関名/年度/事業所(病院)情報
氏名、カナ、生年月日、職種

6.測定機関から提供

+
7.DB登録

線量測定サービス機関 線量登録機関

提供依頼

登録

システム改修要

線量登録フローの提案（フロー図）

事業所登録(紙媒体?)

個人識別登録(紙媒体?)

線量登録のフロー

日常の線量管理

9.名寄せした線量の照会 照会(オフライン?) 照会の権限の明確化

・評価値の確定

(名寄せ)

8.従事者IDのフィードバック

測定機関B
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線量登録フロー構築に係る課題

• 医療機関に保管されている線量データは利用可能か?

今回の提案では線量測定サービス機関で電子化されている線量データの利用を前提としたが、医療機
関での線量データの保管は、①紙媒体、②独自に電子化、③線量測定サービス機関の利用など、機関
ごとに異なる形態で管理している。これら管理方法の統一は可能か?

• 線量データを登録する責任者は誰か?

「線量登録フロー」では、施設管理者を線量データの登録の責任者としたが、雇用されている医療機
関から一時的に他施設で放射線作業に従事する場合など、「施設管理者」と「雇用主」が異なる場合
もあり、線量データの取扱い方法をルール化しておく必要がある。

• 放射線管理記録や電離健康診断記録の管理は?

本報告では、登録制度の対象として線量データのみを対象としたが、法令に基づく放射線管理記録や
電離健康診断記録等の紙媒体の登録機関における長期間の保存の要否については、業界・分野ごとの
ニーズを確認する必要がある。

• 個人情報の取扱い

個人情報の取扱いについては、本人同意を取得した上で線量記録の集約等を行うことが必要。また、
名寄せした線量記録の照会については、個人情報の第三者提供にならないように、線量測定サービス
機関あるいは医療機関において、名寄せした線量データを共同で利用する者の範囲を明確にする必要
がある。 161- 710 -



まとめ

• 業界・分野別の登録管理制度の確立

原子力と除染等業務の登録管理制度が円滑に運営できているのは、被ばく線量の登録管理が業務遂
行上、必要不可欠との認識を有していることによる。

業界・分野別の制度を確立するためには、先行制度と同様、国と連携して被ばく線量の登録管理が
業務遂行上、必要不可欠との認識を共有することが必須である。また記録の長期保管などの他の登
録管理項目は、それぞれの分野の共通ニーズの確認が必要。

• 医療機関以外の業界・分野への適用

線量登録フローの提案図では、医療機関の例を示したが、線量測定サービス機関を利用している場
合は、他の業界・分野においても、同様のフローが適用可能。

• 全職種の一元登録管理制度に向けて

全職種の一元管理を確立するためには、統一的な登録項目の運用など、国の法令やガイドラインに
よって強制力を持たせることが不可欠。

• 登録管理制度のためのコストの確保

業務・分野別の制度の場合、運用コストは参加事業者が負担することを想定せざるを得ないと考え
られるが、初期投資コストは国の補助を期待したい。
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個人線量管理の動向

令和３年１２月１０日

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所

吉澤 道夫
（アンブレラ事業 国家線量登録制度検討グループ代表）

令和３年度 医療放射線防護連絡協議会
年次大会

本発表は、原子力規制委員会令和3年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野に
おける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の成果である。164- 713 -



自分の「個人」線量を知っていますか？

Ａ病院 Ｂ病院 Ｃ病院 Ａ病院 Ｂ病院 Ｃ病院

勤務先が変わる 放射線作業場所が複数

被ばく前歴 線量の合計
医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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講演の内容

1. 検討の背景と目的

2. 国家線量登録機関検討グループの検討内容
現在の線量管理登録制度発足の経緯

線量管理登録制度構築に向けた提案

3. まとめ

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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１．検討の背景と目的

167- 716 -



検討の背景
放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言）「放射線作業者の被ばくの一元管理について」
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するた
めの具体的な方法」

省庁等への働きかけ → 具体化せず

最近の被ばく管理に関する動き

大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネット

ワークで線量管理を検討

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の

複数年に亘る線量管理の必要性が増大

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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課題別ネットワーク

リンケージ

学術コミュニティ
“放射線防護アカデミア”

放射線リスク・防
護研究基盤 事務局

QST

国際動向の情報提供(原安協) 国内状況の情報収集

分野別の組織と課題別に組織されたネットワークを統合し、アンブレラ型プラットフォームを形成
①放射線防護アカデミアの連携
②緊急時対応人材の育成
③職業被ばくの最適化（特に、個人線量登録管理制度）に関する検討を実施

放射線防護アンブレラ
代表者会議

放射線安全
管理学会

放射線影響
学会

放射線事故･
災害医学会

保健
物理学会

緊急時放射
線防護検討

統括
JAEA

職業被ばく
最適化推進

統括
JAEA

事務局
QST

放射線安全規制研究戦略的推進事業（ネットワーク形成推進事業）

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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国家線量登録制度検討グループ
目的：

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用

した実現可能性のある合理的方法を、実現に向けた課題とともに提案する。

参加メンバー

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
170- 719 -



２．主な検討内容

171- 720 -



日本学術会議報告書（提言）の主要点
一元管理の必要性

被ばく前歴の把握（法令要求）ができていない（特に医療領域）。

原子力・放射線に対する国民の理解を得る。

原子力・放射線利用の先進国として不十分（多くの国では確立済み）。

国際的な大規模な疫学調査に貢献できるようにする。

一元管理のシステムに求められる基本機能
① 放射線作業者個人の法的管理期間内（５年間及び１年間）の被ばく線量及び

放射線作業の開始時点からの生涯線量（累積線量）を一括して把握できるよ
うにすること。（作業場所が異なっても同一個人であることを確認できるよ
うに「名寄せ」する。）

② 原子力施設、医療施設、工業施設等あらゆる原子力・放射線利用の領域で業
務に従事している、あるいは、従事していた全放射線作業者の業務上の被ば
く線量を包括的に把握できるようにすること。

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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日本学術会議報告書（記録）の主要点

基本的な登録情報
個人関連情報：個人識別事項、雇用主の情報、作業者の職種

線量関連情報：被ばく線量、作業の種類等

被ばく前歴線量

線量登録の方式
① 施設管理者が直接又は委託して線量登録する方式 ←推奨

② 雇用主が直接又は委託して線量登録する方式

③ 測定事業者が線量登録する方式

移行のしやすさ、実現の容易さ、徹底の度合いから①が適切

線量の登録を代行する機関（測定サービス機関）の活用

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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実現に至らなかった主な要因

広くステークスホルダーを巻き込んだ議論ではなかったため、ステークス
ホルダーの理解が得られなかった。

主要なステークスホルダー（国、事業者）が以下の各々の理由で実現に向
けたインセンティブが働かなかった。

国（規制当局）：
国の事業として実施する必要性が見いだせない

• 線量限度担保のための線量管理（事前把握等）は雇用主・事業者の
役割

• 原子力分野では既に事業者による運営制度が確立している。

事業者：
被ばく線量が低い（検出限界未満が大多数）、複数年管理はまれで

あるのに、コストを費やす必要性がない

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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検討方針

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをで
きるだけ活用した実現可能性のある合理的方法を、実現に向け
た課題とともに提案する。

検討内容はステークホルダー会合（学会等）で報告し、合意形
成を図る。
ステークホルダー会合（主な実績）

• 日本保健物理学会第５３回研究発表会（2020年６月２９日）

• 日本放射線安全管理学会第１９回学術大会（2020年12月10日）

• 第3回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会（2021年12月1日）

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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我が国の線量登録管理制度の発足の経緯
原子力登録管理制度

科学技術庁は昭和40年5月の中央登録管理制度の確立等に関する原子力委員会の報告書を踏まえて、被ばく

線量管理の検討を実施

原子力発電所の放射線管理が国会やマスコミなどで社会問題として取り上げられ、昭和52年10月から原子

力発電所等の大規模施設を対象とした制度をスタート

登録管理制度の運用経費は、参加事業者が負担して制度の運用を開始

RI登録管理制度

科学技術庁は昭和55年～59年の間、放射線影響協会に調査・研究を委託してRI制度を検討。

昭和59年10月にRI事業所の登録管理制度を開始

当初は大学や医療機関等も制度の対象とすることを想定して国内で説明会等を行ったが、費用負担の関係

で理解が得られず、一部の法人と非破壊検査関係事業所等からの負担金で制度を開始

除染等登録管理制度

除染特別地域の作業者及び事故由来廃棄物等の処分の作業者等を対象に平成25年11月に発足

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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考えられる複数の線量登録管理制度

① 国家線量登録機関による中央一括管理 ←学術会議が提言した制度

② 事業者設置機関による一括管理（全作業者）

③ 事業者設置機関による管理（一部作業者：複数事業所作業、一定線量以上）

④ 業界・分野別の管理

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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分野別に異なる状況
原子力分野

全体６万人強、複数事業所作業者10％程度、平均0.6mSv程度、年20mSv超の者あり

放射線従事者中央登録制度が確立

研究・教育分野（医療以外）

全体６万人程度、検出下限未満がほとんど（95％以上）、20mSv超：いても数人

線量よりも健康診断・教育等の管理記録のやり取りの合理化が優先課題

医療分野

人数が多い（個線協で40万人程度）、検出下限以上が20-30％程度、年20mSv超の者あり

線量計着用、被ばく線量低減などの線量管理の課題解決が優先課題

眼の水晶体の線量限度変更により、線量登録管理の必要性は高くなっている

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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原子力分野（放射線作業者中央登録管理制度）

• 人数：約６万人
• 平均線量0.6mSv

• 複数事業所で従
事する作業者の
個人線量が把握
可能

• 手帳制度により
教育歴、健康診
断結果も把握で
きる

放射線影響協会 放射線従事者中央登録センターHP公開データ

放射線業務従事者の線量別従事者数の年度推移

179- 728 -



研究・教育分野の被ばく線量分布
個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

50超過 0 0 0 0

25.01〜50.00 0 0 0 0

20.01〜25.00 1 1 0 0

15.01〜20.00 0 3 1 0

10.01〜15.00 3 5 4 0

5.01〜10.00 30 31 30 32

1.01〜5.00 340 345 429 379

0.10〜1.00 1,731 1,557 1,524 1,239

検出限界未満 63,982 62,524 61,030 56,067

63,982 62,524 61,030 56,067 

1,731 1,557 1,524 
1,239 

340 345 429 
379 

30 31 30 
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医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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医療機関の被ばく線量分布
個人線量測定機関協議会ＨＰ公開データから作成

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

50超過 6 8 8 13

25.01〜50.00 109 76 78 63

20.01〜25.00 83 102 89 98

15.01〜20.00 265 217 204 209

10.01〜15.00 697 685 604 606

5.01〜10.00 3,205 2,943 2,800 2,744

1.01〜5.00 27,361 26,457 26,083 26,141

0.10〜1.00 65,779 66,368 67,105 68,741

検出限界未満 286,547 295,864 304,799 316,063

286,547 295,864 304,799 316,063 

65,779 66,368 67,105 68,741 27,361 26,457 26,083 26,141 3,205 2,943 2,800 2,744 
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医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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制度構築に向けた進め方の提案
基本路線として「業界・分野別の管理の構築」を特に医療分野を中心に進

め、大学等では放射線管理記録等の標準化を進めるのが現実的な対応

保健物理学会等のステークホルダーとの会合での意見としては、国が「①国家線量

登録機関による中央一括管理」を進めることが理想的との意見が半数近くを占める

が、その背景には、費用を負担することに対する抵抗がかなり大きい。

国の事業とすることには否定的。⇒ ①を実現できる可能性は、現状では低い。

分野により線量管理の状況、線量登録管理の要求度がかなり異なる。

ただし、全分野共通の一元管理を目指して準備しておくことが重要

具体的には以下を分野を問わず共通とすることを意識しながら進める必要

個人識別番号の付与（例：中登センターID）

登録する線量の標準化

個人情報管理（事前同意等）など

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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登録すべき情報

個人識別情報

将来を考えて各人に固有な従事者登録番号を付す事が必要

⇒中央登録制度の番号制度を活用するのが効果的

番号発行制度（現在は手帳発行機関が実施）の拡大を検討する必要

医師、看護師、技師には個人識別に使える番号があるが、これは補助的なものと

し、中登制度番号の活用を検討する必要

線量情報

登録すべき線量：実効線量、等価線量（眼の水晶体、皮膚）

測定値（１cm線量当量等）は不要

外部被ばく、内部被ばくを分ける必要はない。

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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線量登録フローの提案
検討の前提

登録制度の対象は、線量データのみとする。

線量測定サービス機関【測定機関】の管理支援サービス(ブラウザサービス)を利用して日常の線量管理を
行っている。

線量登録フローの提案

1. 医療機関は、従事者本人に対して、線量登録機関【登録機関】での個人情報の取扱いの同意を取得する。

2. 医療機関は登録機関に事業所と従事者の識別情報を登録する。

3. 登録機関は医療機関に事業所ID及び従事者IDを通知するとともに、識別情報をDBに登録する。

4. 医療機関は登録機関に対して、対象者を明確にして、線量測定機関からのデータの取得を依頼する（過年
度データも合わせて）。

5. 登録機関は測定機関に対象者のデータ提供を依頼する。

6. 測定機関は登録機関に線量等のデータを提供する。

7. 登録機関は登録内容を確認し、DBに登録する(名寄せ等を実施)。

8. 登録機関のDBから従事者IDを測定機関にフィードバックし、将来の運用に向けてデータを蓄積する。

9. 医療機関あるいは測定機関は、登録機関に名寄せした線量結果を照会することができる。
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1.本人同意取得

2.識別情報登録 ・事業所登録申請

・個人識別登録申請

4.定期線量登録【依頼】

施設a

施設b

施設c

日常の線量管理

医療機関（施設管理者）

• 年度内に従事した医療従事者全員分の定期線量登録を依頼
【費用負担人数】

・
・
・

・
・

測定機関A

3.事業所番号付番
個人識別情報確認・登録
【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】

5.測定機関に線量の提供を依頼

・個人識別項目【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】でマッチング

DB

管理支援ービス
(ブラウザサービス)

事業所ID通知

従事者ID通知

DBへのID登録

年度実効線量
年度水晶体線

量

過年度の線量

測定機関名/年度/事業所(病院)情報
氏名、カナ、生年月日、職種

6.測定機関から提供

+
7.DB登録

線量測定サービス機関 線量登録機関

提供依頼

登録

システム改修要

線量登録フローの提案

事業所登録(紙媒体?)

個人識別登録(紙媒体?)

線量登録のフロー

日常の線量管理

9.名寄せした線量の照会 照会(オフライン?) 照会の権限の明確化

・評価値の確定

(名寄せ)

8.従事者IDのフィードバック

測定機関B

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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1.本人同意取得

2.識別情報登録
・事業所登録申請

・個人識別登録申請

医療機関（施設管理者）

3.事業所番号付番
個人識別情報確認・登録
【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】

DB

事業所ID通知

従事者ID通知

DBへのID登録

+

線量測定サービス機関 線量登録機関

線量登録フローの提案

事業所登録(紙媒体?)

個人識別登録(紙媒体?)

線量登録のフロー

(名寄せ)

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）

①医療機関は、従事者本人に対して、線量登録機
関での個人情報の取扱いの同意を取得する。

② 医療機関は、登録機関に事業所と従事者の識別情報を登録する。

③登録機関は、医療機関に事業所ID及び従事者IDを通知するととも
に、識別情報をDBに登録する。
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4.定期線量登録【依頼】

施設a

施設b

施設c

医療機関（施設管理者）

• 年度内に従事した医療従事者全員分の定期線量登録を依頼
【費用負担人数】

・
・
・

・
・

測定機関
A

5.測定機関に線量の提供を依頼

6.測定機関から提供

線量測定サービス機関 線量登録機関

提供依頼

線量登録フローの提案

測定機関
B

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）

④医療機関は登録機関に対して、対象者を明確にして、線量測定機関からの
データの取得を依頼する。

⑤登録機関は測定機関に対象者のデータ提供を依頼する。
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施設a

施設b

施設c

医療機関（施設管理者）

・
・
・

・
・

測定機関
A

・個人識別項目【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】でマッチング

DB

年度実効線量
年度水晶体線

量

過年度の線量

測定機関名/年度/事業所(病院)情報
氏名、カナ、生年月日、職種

6.測定機関から提供

+
7.DB登録

線量測定サービス機関 線量登録機関

登録

線量登録フローの提案

(名寄せ)

測定機関
B

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）

⑥測定機関は登録機関に線量等の
データを提供する。

⑦登録機関は登録内容を確認し、
ＤＢに登録する
（名寄せ等を実施）
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施設a

施設b

施設c

医療機関（施設管理者）

・
・
・

・
・

測定機関
A

DB

線量測定サービス機関 線量登録機関

システム改修要

線量登録フローの提案

9.名寄せした線量の照会
照会(オフライン?) 照会の権限の明確化

(名寄せ)

8.従事者IDのフィードバック

測定機関
B

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）

⑧登録機関のDBから従事者IDを測定機関に

フィードバックし、将来の運用に向けてデー
タを蓄積する

⑨医療機関あるいは測定機関は、登録機関に名寄せした
線量結果を照会することができる
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制度構築により実現できること

本来の “個人”線量管理の実現

被ばく前歴の把握、複数年の合算、複数事業所での合算

記録の散逸防止・保管

労働災害保険対応（被ばく線量データの提供）

健康影響調査等への貢献

疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

我が国の職業被ばく統計の作成、国民線量の把握

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
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３．まとめ
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線量登録管理制度の実現のために必要なこと
実現に至っている線量登録管理制度（原子力分野）では、国と
事業者の両方が、制度確立の必要性を強く認識

• 国： 業界への指導、構築のための調査の実施

• 業界：制度の構築が必要不可欠と認識し、費用負担を受容

線量登録管理制度の実現には、国と業界・分野の両方が線量登
録管理制度構築の必要性を認識し、検討を進めること

特に、医療分野では制度の必要性が高いと考えられることか
ら、是非、前向きに、積極的な検討をお願いしたい。

登録管理制度のためのコストの確保
業界・分野別制度の場合、運用コストは参加事業者が負担する必要

⇒ コストダウンの検討

初期投資コストは国の補助を期待したい。

医療放射線防護連絡協議会年次大会（令和３年１２月１０日）
192- 741 -



 

 

 

別添３ 基礎データ収集作業・解析作業 報告書 
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別添４ 外国調査の報告 
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国際会議参加報告書 

 

１． 出席者 

原子力科学研究所放射線管理部 谷村嘉彦 

 

２． 内容 

(1) 会議名称：ISO TC85/SC2 WG2 中性子標準場サブグループ専門家会合 

(2) 日時： 2021年 4月 27日（火）～4月 28日（水） 

(3) 場所： Zoomによるオンライン会議 

 

３．具体的内容 

(1) 概要 

Zoomによるオンライン会議で開催された国際標準化機構放射線防護分科会（ISO TC85/SC2）基準

中性子場に係るサブグループ（WG2/SG3）専門家会合に参加して、中性子標準場に関する規格

（ISO8529-1 及び ISO8529-3）の改訂原案について議論した。また、国際規格に関する最新の動向

を入手した。 

 

(2) 成果 

2019 年までヨーロッパで開催されている ISO TC85/SC2 WG2/SG3 の専門家会合は、今回は新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響で Zoomを用いたオンライン開催となった。4月 27日（火）～28日

（水）の二日間の日程で、各日ヨーロッパ中央時間で 13 時から 16 時まで（日本標準時で 20 時か

ら 23時まで）会合が開催された。参加者は、サブグループ（SG）の議長である R. Bedogni氏（イ

タリア／INFN）及び SGの副議長の D. Thomas氏（英国／NPL）の他、フランス 3名、米国 2名、英

国 2名、ドイツ 1名、スペイン 2名、ポーランド 1名、カナダ 1名及び日本 1名（報告者）の合計

9か国 15名であり、前回（2020年 11月）とほぼ同じメンバーが参加した。 

初日は、中性子標準場における中性子線の発生方法を規定した ISO8529-1 の国際規格最終原案

（FDIS）の修正内容について議論した。当該原案については、2021 年 4月に ISO TC85/SC2 に参加

している各国による投票で承認されているが、ドイツ、フランス、米国からいくつかのコメントが

提出されていた。今回の会合では、各国から提出されたコメントをどのように FDIS に反映するか

について議論した。主な議論の内容は以下の通りであった。 

ICRU Report95 が 2020 年 12 月に刊行され、校正場等で用いる線量の概念が更新されたことに伴

い、当該レポートを引用すべきではないかとのコメントが、2020年 4月の国際投票でドイツから提

出されていた。専門家会合で議論した結果、新しい線量（新実用量）が国際原子力機関（IAEA）の

安全基準や各国の法令や規制に取り入れられるまでには相当の時間がかかり、現時点で ISO規格に

導入することは現実的ではないことから、次回の改定時に新実用量を取り入れることとなった。 

DISで核種の質量数を記載されていなかった Am-B、Am-Li、Pu-Liや Pu-Beの各中性子線源につい

214- 763 -



て、質量数を記載すべきとのコメントがあった。Am については、241Am に限定できるが、Pu につい

ては、複数の核種が混在するため、単純に記載できないことが議論となった。そこで、報告者が紹

介した Pu-Be線源に関する文献に基づいて、混在しうる核種を注記することとなった。 

DIS では、線源の中性子放出率を 5 年ごとに再校正することを求めていたが、放出率の絶対測定

が可能なマンガンバスは世界中でも数機関しか運用しておらず、5 年ごとに各国の標準機関が線源

を輸送して再校正を実施することは現実的ではないとのコメントが提出されていた。そこで、マン

ガンバスを用いた校正の代替手法として、安定した測定が可能な機器を用いて 5年ごとに放出率を

確認することが可能な規定に修正することとなった。 

ISO 8529-1については、技術的な修正が完了したことから、最終国際規格案（FDIS）として 2021

年中に国際投票に諮ることが決定された。 

 

二日目は、中性子校正場の基準線量を決定するために用いる、中性子フルエンスから線量への換

算係数を規定する ISO 8529-3 の改定作業に着手した。2012 年に基準放射線場の一般原則をまとめ

た規格（ISO29661）が発行されたことをうけて、重複する用語の定義を大幅に削除した。用語の確

認に時間を要したため、換算係数など、それ以外の改定作業に時間を割り当てることが出来ず、は

次回の専門家会合で実施することとなった。 

 

(3) 今後の予定 

次回の会合は、10 月にスウェーデンで開催される ISO TC85/SC2 の年次会合に合わせて開催する

ことが決定された。今回の会合では時間不足で完了できなかった ISO 8529-3の改定作業に加えて、

国際投票が終了していれば ISO 8529-1の FDISに対する投票結果について、次回の会合で審議する

予定である。 

国内では中性子標準場に係る研究開発が盛んに行われているが、これらの活動が海外で認知され

ておらず、国内の中性子標準場を国際規格と整合させるためにも、国際規格を議論する場に継続的

に日本から専門家が出席して改訂作業に貢献することが必要であることを改めて認識した。 

 

４． その他の報告事項 

 特になし 
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別添５ ネットワーク合同報告会での報告内容 
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アンブレラの活動報告Ⅲ
～職業被ばく最適化推進NWの活動～

令和４年１月２５日

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所
吉澤 道夫

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークと
アンブレラ型統合プラットフォームの形成事業

第５回ネットワーク合同報告会

本発表は、原子力規制委員会令和3年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野に
おける課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業の成果である。217- 766 -



職業被ばくの最適化推進ネットワーク

アンブレラ型プラットフォームの課題解決型ネットワークの１つとして
「職業被ばくの最適化推進ネットワーク」を設置
運営主体： 日本原子力研究開発機構（JAEA)

２つのグループで活動
① 国家線量登録制度検討グループ

目標： 国家線量登録制度(NDR)の設立に向けた具体的な提案と合意形成

② 線量測定機関認定制度検討グループ
目標： 個人線量測定機関（外部サービス機関及びインハウス事業者）の

認定要件（技能試験の内容・方法等を含む）の確立

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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国家線量登録機関検討グループ
検討の背景

放射線作業者の被ばくの一元管理についての日本学術会議の提言
2010年7月（提言）「放射線作業者の被ばくの一元管理について」
2011年9月（記録）「放射線作業者の被ばくの一元管理を実現するた
めの具体的な方法」

省庁等への働きかけ → 具体化せず

最近の被ばく管理に関する動き
大学での人材流動化に伴い、大学の放射線管理関係者のネット

ワークで線量管理を検討

眼の水晶体の線量限度変更に伴い、特に異動の多い医療関係者の

複数年に亘る線量管理の必要性が増大

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
219- 768 -



目的

我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活用

した実現可能性のある合理的方法を、実現に向けた課題とともに提案する。

参加メンバー

国家線量登録機関検討グループの目的と構成

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
220- 769 -



活動経緯
検討グループ会合

①2019年2月2日、②2019年10月15日、③2020年12月22日、
④2020年9月10日、⑤2021年1月15日、⑥2021年７月8日、
⑦2021年9月29日、⑧2022年1月26日(予定)

ステークホルダー会合での報告・議論
日本保健物理学会第53回研究発表会（2020年6月29日）

日本放射線安全管理学会第19回学術大会（2020年12月10日）

第3回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会
（2021年12月1日）

医療放射線防護連絡協議会年次大会（2021年12月10日）

その他の各種検討会合等でも報告

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
221- 770 -



主な検討内容

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
222- 771 -



学術会議提言が実現に至らなかった主な要因

広くステークスホルダーを巻き込んだ議論ではなかったため、ステークス
ホルダーの理解が得られなかった。

主要なステークスホルダー（国、事業者）が以下の各々の理由で実現に向
けたインセンティブが働かなかった。

国（規制当局）：
国の事業として実施する必要性が見いだせない

• 線量限度担保のための線量管理（事前把握等）は雇用主・事業者の
役割

• 原子力分野では既に事業者による運営制度が確立している。

事業者：
被ばく線量が低い（検出限界未満が大多数）、複数年管理はまれで

あるのに、コストを費やす必要性がない

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
223- 772 -



考えられる複数の線量登録管理制度

① 国家線量登録機関による中央一括管理 ←学術会議が提言した制度

② 事業者設置機関による一括管理（全作業者）

③ 事業者設置機関による管理（一部作業者：複数事業所作業、一定線量以上）

④ 業界・分野別の管理

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
224- 773 -



分野別に異なる状況
原子力分野

全体６万人強、複数事業所作業者10％程度、平均0.6mSv程度、年20mSv超の者あり

放射線従事者中央登録制度が確立

研究・教育分野（医療以外）

全体６万人程度、検出下限未満がほとんど（95％以上）、20mSv超：いても数人

線量よりも健康診断・教育等の管理記録のやり取りの合理化が優先課題

医療分野

人数が多い（個線協で40万人程度）、検出下限以上が20-30％程度、年20mSv超の者あり

線量計着用、被ばく線量低減などの線量管理の課題解決が優先課題

眼の水晶体の線量限度変更により、線量登録管理の必要性は高くなっている

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
225- 774 -



アンケート調査
医療分野における制度構築の基礎データとして、Webを通じた
アンケート調査を実施
医療関係者が利用するWebサイト（M３）を通じたアンケート調査

調査対象：現在又は１年以内に放射線診療（補助含む）を行った医師

回答者数：251名

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日

専門科 人数

内科（呼吸器、循環器、消化器等を含む） 110

外科（呼吸器、心臓血管、消化器等を含む） 19

整形外科 18

放射線科 11

小児科 12

泌尿器科 11

その他 34 0
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20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

人
数

回答者（医師）の年齢分布
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アンケート結果（１）
勤務先施設数

施設数 １年間 ５年間

１施設のみ 167人
(78%)

123人
(57%)

複数施設 48人
(22%)

92人
(43%)

施設数 １年間 ５年間

１施設のみ 113人
(53%)

58人
(27%)

複数施設 102人
(47%)

157人
(73%)

放射線診療等 勤務先（放射線診療等以外含む）

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
227- 776 -



有意な被ばくの有無とその数値の把握状況

被ばく無し
62%

被ばく有り
30%

わからない
8%

有意な被ばくの有無

数値がわ

かる

30%

数値がわ

からない

70%

有意な被ばく有り（56名）中、数値がわかる割合

個人線量計使用者：189人/251人（78％）、複数使用者：25人/251人（13％）

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
228- 777 -



制度構築に向けた進め方の提案
基本路線として「業界・分野別の管理の構築」を特に医療分野を中心に進

め、大学等では放射線管理記録等の標準化を進めるのが現実的な対応

保健物理学会等のステークホルダーとの会合での意見としては、国が「①国家線量

登録機関による中央一括管理」を進めることが理想的との意見が半数近くを占める

が、その背景には、費用を負担することに対する抵抗がかなり大きい。

国の事業とすることには否定的。⇒ ①を実現できる可能性は、現状では低い。

分野により線量管理の状況、線量登録管理の要求度がかなり異なる。

ただし、全分野共通の一元管理を目指して準備しておくことが重要

具体的には以下を分野を問わず共通とすることを意識しながら進める必要

個人識別番号の付与（例：中登センターID）

登録する線量の標準化

個人情報管理（事前同意等）など

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
229- 778 -



登録すべき情報

個人識別情報

将来を考えて各人に固有な従事者登録番号を付す事が必要

⇒中央登録制度の番号制度を活用するのが効果的

番号発行制度（現在は手帳発行機関が実施）の拡大を検討する必要

医師、看護師、技師には個人識別に使える番号があるが、これは補助的なものと

し、中登制度番号の活用を検討する必要

線量情報

登録すべき線量：実効線量、等価線量（眼の水晶体、皮膚）

測定値（１cm線量当量等）は不要

外部被ばく、内部被ばくを分ける必要はない。

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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線量登録フローの提案
検討の前提

登録制度の対象は、線量データのみとする。

線量測定サービス機関【測定機関】の管理支援サービス(ブラウザサービス)を利用して日常の線量管理を
行っている。

線量登録フローの提案

1. 医療機関は、従事者本人に対して、線量登録機関【登録機関】での個人情報の取扱いの同意を取得する。

2. 医療機関は登録機関に事業所と従事者の識別情報を登録する。

3. 登録機関は医療機関に事業所ID及び従事者IDを通知するとともに、識別情報をDBに登録する。

4. 医療機関は登録機関に対して、対象者を明確にして、線量測定機関からのデータの取得を依頼する（過年
度データも合わせて）。

5. 登録機関は測定機関に対象者のデータ提供を依頼する。

6. 測定機関は登録機関に線量等のデータを提供する。

7. 登録機関は登録内容を確認し、DBに登録する(名寄せ等を実施)。

8. 登録機関のDBから従事者IDを測定機関にフィードバックし、将来の運用に向けてデータを蓄積する。

9. 医療機関あるいは測定機関は、登録機関に名寄せした線量結果を照会することができる。

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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線量登録フローの提案（フロー図）

2

1.本人同意取得

2.識別情報登録

4.定期線量登録【依頼】

施設a

施設b

施設c

• 年度内に従事した医療従事者全員分の定期線量登録を依頼
【費用負担人数】

3.事業所番号付番
個人識別情報確認・登録
【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】

5.測定機関に線量
の提供を依頼

年度実効線量
年度水晶体線量
皮膚、女子腹部

過年度の線量

測定機関名/年度/事業所(病院)情報
氏名、カナ、生年月日、職種

6.測定機関から提供

+

DB
(名寄せ)

医療機関（施設管理者）

測定機関A

測定機関B

7.DB登録

日常の線量管理
測定機関の

管理支援サービス
(ブラウザサービス)・評価値の確定

線量測定サービス機関

・事業所登録申請
事業所ID通知

事業所登録(紙媒体?)

・個人識別登録申請
従事者ID通知

個人識別登録(紙媒体?)

• 個人識別項目【氏名、カナ、性別、生年月日、職種】
でマッチング

測定サービス
の契約

DBへのID登録

日常の線量管理

8.従事者IDのフィードバック

9.名寄せした線量の照会
照会の権限の明確化

提供依頼 登録

線量登録機関

各社のシステムリ
プレイス時に反映

対象者の確定

費用徴収

・
・
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制度構築により実現できること

本来の “個人”線量管理の実現

被ばく前歴の把握、複数年の合算、複数事業所での合算

記録の散逸防止・保管

労働災害保険対応（被ばく線量データの提供）

健康影響調査等への貢献

疫学研究、UNSCEAR等へのデータ提供

我が国の職業被ばく統計の作成、国民線量の把握

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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線量登録管理制度の実現のために必要なこと
実現に至っている線量登録管理制度（原子力分野）では、国と
事業者の両方が、制度確立の必要性を強く認識

• 国： 業界への指導、構築のための調査の実施

• 業界：制度の構築が必要不可欠と認識し、費用負担を受容

線量登録管理制度の実現には、国と業界・分野の両方が線量登
録管理制度構築の必要性を認識し、検討を進めること

特に、医療分野では制度の必要性が高いと考えられることか
ら、是非、前向きに、積極的な検討をお願いしたい。

登録管理制度のためのコストの確保
業界・分野別制度の場合、運用コストは参加事業者が負担する必要

⇒ コストダウンの検討

初期投資コストは国の補助を期待したい。

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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実現に向けての今後の活動

最優先は、医療分野での線量登録管理制度の構築

このためには、医療分野での線量管理の検討に、線量登録管理制
度構築を組み込み、検討を継続する必要がある。

一方、大学関係は管理の標準化に優先度があり、その中に線量が
含まれている状況であるが、これは将来、全分野に有益となる可
能性大。このため、制度の検討・継続（記録保存の安定性）を見
守る必要がある。

関係者が集まるネットワークを維持・拡大し、情報共有・意見交
換、必要に応じた推進へのアクションを行うことが重要

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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今後のネットワーク活動について

令和４年１月２５日

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所
吉澤 道夫

放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークと
アンブレラ型統合プラットフォームの形成事業

第５回ネットワーク合同報告会
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実現に向けての今後の活動
医療分野での検討のプロモート

医療関係の学会・機関（医療放射線防護連絡協議会、関係学会
等）への継続的な働きかけ

国からの推進指導（厚労省） ⇒継続的な情報提供・意見交換

中央登録センターの協力・支援 ⇒具体的な提案の検討など

個人線量測定機関協議会の協力要請 ⇒登録フローへの関与

大学関係の検討状況・内容の把握

管理記録等の標準化などは、分野を超えた共通的な課題への解
決策になる可能性大

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
237- 786 -



本事業後のネットワーク活動（イメージ）
関係者が集まるネットワークを維持・拡大し、情報共有・意見交
換、必要に応じた推進へのアクションを行う

ネットワーク

個人線量測定機関
協議会原子力機構

量研機構

国
• 厚労省（医政、労安）
• 原子力規制委員会

大学関係

医療分野の団体
• 医療放射線防護連絡協議会
• 医学系学会
• 放射線診療技師学会

・・・

放射線影響協会
中央登録センター

アンブレラ事業 第５回ネットワーク合同報告会 令和４年１月２５日
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本報告書は、原⼦⼒規制委員会の令和３年度放射線安全規制研究戦略的推進事業費（放
射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォーム
の形成）事業による委託業務として、国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 原⼦⼒科
学研究部⾨原⼦⼒科学研究所放射線管理部が実施した課題解決型ネットワーク「職業被ば
くの最適化推進に関する検討」の成果をとりまとめたものである。 
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1. はじめに 

線量登録管理制度検討グループの検討は、平成 29 年度から令和３年度にかけて実施された「放
射線安全規制研究戦略的推進事業費（放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとア
ンブレラ型統合プラットフォームの形成）事業」（以下、アンブレラ事業）の⼀部である「職業被
ばくの最適化推進に関する検討」の⼀つとして実施された。 

アンブレラ事業は、原⼦⼒規制委員会、放射線審議会等が明らかにした技術的課題の解決に繋
がるような研究を推進するとともに、研究活動を通じた放射線防護分野の研究基盤の強化を図り、
得られた成果を最新の知⾒の国内制度への取⼊れや規制⾏政の改善につなげることで研究と⾏政
施策が両輪となって、継続的かつ効率的・効果的に放射線源規制・放射線防護による安全確保を
最新・最善のものにすることを⽬指すものである。 

アンブレラ事業は、学会を中⼼としたアカデミアのネットワークと特定の課題解決を⽬指した
課題解決型ネットワークの２種類のネットワークで構成された。この課題解決型ネットワークの
⼀つとして、職業被ばくの最適化推進を⽬的としたネットワークを⽴ち上げた。このネットワー
クは、我が国の全ての職業分野を対象として、 

① 基礎データとなる放射線業務従事者の被ばく状況を把握するために必要な国家線量登録制
度の確⽴、 

② 登録する個⼈線量の測定の信頼性確保のための認定制度（線量測定機関認定制度）の確⽴、
及び、 

③ 職業被ばくの最適化を効果的に推進するための体制の構築 
に係る調査・議論を⾏い、具体的な制度設計案を提案することが⽬的である。 

この⽬的を達成するため、本職業被ばくの最適化推進ネットワークでは、⽇本原⼦⼒研究開発
機構を事務局とした 

① 国家線量登録制度の検討、及び 
② 線量測定機関認定制度の検討 

の⼆つのサブネットワークで構成し活動した。 

本報告書は、このサブネットワークのうち、①国家線量登録制度の検討についてのものである。 

 
2. 線量登録管理制度検討グループの検討の背景と⽬的 

放射線作業者の被ばく線量管理については、通常、施設別に⾏われている。このため、放射線
作業者が、所属を異動したときの被ばく前歴や、複数の場所で放射線業務を⾏った場合の合計の
個⼈被ばく線量を把握するためには個⼈線量登録管理制度が必要である。この制度は、原⼦⼒分
野では既に構築され運⽤されているが、それ以外の分野では構築されていない。このため、職業
被ばくの実態（放射線業務従事者の⼈数、線量分布等）については、原⼦⼒分野以外は明らかで
ない。⽇本学術会議は、これら職業被ばくの実態を把握するとともに我が国全体の放射線業務従
事者の個⼈線量管理を⼀元的に実施する必要性があることから、国家線量登録制度の確⽴につい
て提⾔を 2010 年に出している。しかし、これは 10 年たった現在でも実現していない。 

また、この 10 年間の間に状況が変化している。特に、⼤学等における⼈材流動化が進み、独⾃
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の管理⽅法の検討が⾏われている。また、眼の⽔晶体の線量限度変更に伴い、特に医療分野で複
数年に亘る線量管理の必要性が増⼤しており、これをきっかけに個⼈線量計着⽤の徹底や被ばく
線量低減などの線量管理の改善が進められている。 

このため、「国家線量登録制度検討グループ」を設置し、線量登録管理制度確⽴に向けて関係機
関が共同して、我が国の既存の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システムをできるだけ活
⽤した実現可能性のある合理的⽅法を実現に向けた課題とともに提案することを⽬的として活動
してきた。 

 

3. 検討グループの体制及び会合実績 

検討グループは、⽇本原⼦⼒研究開発機構（JAEA）を運営主体とし、既に制度が確⽴している
原⼦⼒分野以外の⼤学関係や医療分野からのメンバーにも参加していただく体制とした。メンバ
ーは表 1 のとおりである。 

 

表 1 国家線量登録機関検討グループ 

 ⽒ 名 所 属 

主査 吉澤 道夫 ⽇本原⼦⼒研究開発機構 

原⼦⼒科学研究所 

委員 飯本 武志 東京⼤学 

環境安全本部 

委員 伊藤 敦夫（令和2年度まで） 

浅野 智宏（令和3年度から） 

放射線影響協会 

放射線従事者中央登録センター 

委員 岡﨑 ⿓史 産業医科⼤学 

産業⽣態科学研究所 

委員 渡部 浩司 東北⼤学 

サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 

委員 神⽥ 玲⼦ 量⼦科学技術研究開発機構 

委員 百瀬 琢麿 ⽇本原⼦⼒研究開発機構 

核燃料サイクル⼯学研究所（令和 2 年度まで） 

福島研究開発拠点（令和 3 年度から） 

 

検討グループの会合の実績は以下のとおりである。 

なお、検討グループ会合開催時には、オブサーバーとして原⼦⼒規制庁放射線防護企画課、厚
⽣労働省労働基準局安全衛⽣部労働衛⽣課電離放射線労働者健康対策室及び厚⽣労働省医政局地
域医療計画課担当者に出席案内をし、可能な範囲で出席いただいた。また、プロジェクトオフィ
サーにも参加いただいた。 

○平成 30 年度 

検討グループの会合は、平成３１年２⽉２⽇に開催した。 

これまでの国家線量登録制度確⽴に向けた活動のレビュー、線量登録・管理に関する現状
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の活動状況について、制度運営に必要な費⽤も含めて情報共有を⾏い，制度提案に向けた検
討の進め⽅を議論した。 

○令和元年度 

会合は、令和元年１０⽉１５⽇及び令和元年１２⽉２２⽇の２回開催した。 

この年度では、昨年度の会合での議論を踏まえ、我が国の制度や各々の現場の実態を考慮
し、既存システムをできるだけ活⽤した実現可能性のある合理的⽅法を複数提案すること、
及び、複数の具体案について各々のメリット・デメリットを整理することを⽬標として検討
を進めた。 

○令和２年度 

検討グループの会合は、令和２年９⽉１０⽇及び令和３年１⽉１５⽇の２回開催した。新
型コロナウィルス感染拡⼤防⽌対策のため、２回ともオンライン会議開催とした。会合では、
昨年度検討した４つの制度案について、⽇本保健物理学会及び放射線安全管理学会でのステ
ークホルダーからの意⾒を踏まえた検討を進め、制度案の展開等について議論した。 

○令和３年度 

検討グループの会合は、令和３年７⽉８⽇、９⽉２９⽇及び令和４年１⽉２６⽇の３回開
催した。この年度も、新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌対策のためオンライン会議開催とし
た。会合では、医療分野の勤務実態等のアンケート調査、医療分野へのアプローチ、アンブ
レラ事業終了後のネットワーク活動の進め⽅を議論するとともに、これらをまとめた報告書
の内容を審議した。 

 

各検討グループ会合の⽇時、議題等の詳細を別添 1 に⽰す。 

 

4. 検討内容 

4.1 我が国の線量登録管理制度の現状 

まず、我が国における線量登録管理制度の現状を調査した。 

 

4.1.1 現状の線量登録管理制度の発⾜の経緯 

(１) 原⼦⼒登録管理制度 

科学技術庁は 1965 年 5 ⽉の中央登録管理制度の確⽴等に関する原⼦⼒委員会の報告書を踏ま
えて、1969 年以降、個⼈被ばく線量等の登録管理や被ばく線量の測定マニュアル等の調査・策定
のための検討会等を設置し、検討を⾏った。 

科学技術庁は当初、すべての放射線従事者等を対象とするとして検討したが、対象となる施設
は、原⼦⼒発電所などの⼤きな施設から、単に放射線源を測定器の中に装備し、ほとんど被ばく
することのない施設にまでおよび、その事業規模及び事業形態の全く異なる施設を同⼀の⼟俵に
のせてシステム作りをすることは困難であるとの結論になりつつあった。しかしながら、当時の
原⼦⼒発電所の放射線管理が国会やマスコミなどで社会問題として取り上げられ、その対策とし
てまず原⼦⼒発電所等の⼤規模施設を対象とした制度をスタートすることとした。 

科学技術庁では中央登録機関設⽴の準備を進め、1960 年に設⽴されていた財団法⼈放射線影響
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協会（以下「放影協」）に設置することとし、1977 年 11 ⽉に放射線従事者中央登録センター（以
下「中央登録センター」）が設置された。 

⼀⽅、放射線管理の記録については、既に⽇本電機⼯業会において各社共通の放射線管理⼿帳
の運⽤が⾏なわれていた。計算機システムによる登録管理制度の開始に当たって、計算機システ
ムの整備と並⾏して、放射線管理⼿帳制度も導⼊された。 

なお、登録管理制度の運⽤経費については、被ばく線量の管理は施設設置者の責務とされてい
ることから、1977 年 12 ⽉に関係機関により経費の扱いが確認され、参加事業者が負担して制度
の運⽤を開始した。当初の 3 年間(1977 年度〜1979 年度)は、科学技術庁が経費の⼀部を措置し
た。 

 
(２) RI 登録管理制度 

1977 年の原⼦⼒登録管理制度発⾜後、放射線障害防⽌法（以下「RI 規制法」）の適⽤を受ける
RI 等事業所を対象とした制度についても逐次拡⼤することとされていた。科学技術庁は、放影協
に 1980 年度から 1984 年度の間、制度のあり⽅について調査・研究を委託した。その中で放影協
にオフィスコンピュータとソフトウェアを整備し、1984 年 10 ⽉に RI 等事業所における被ばく
線量登録管理制度を発⾜させた。当初は、⼤学や医療機関等も制度の対象とすることを想定し、
関係機関への説明会等を⾏ったが、費⽤負担の関係で理解が得られず、⼀部の法⼈と⾮破壊検査
関係事業所等でスタートした。 

RI 等事業所の場合には、記録の⻑期保存に重点があり、線量データ照会の迅速性は求められて
いなかったことを踏まえ、計算機システムは原⼦⼒登録管理システムとは異なるオフラインのシ
ステムとして整備した。放射線業務従事者の登録のための中央登録番号は導⼊されたが、放射線
管理⼿帳制度は導⼊されなかった。また、線量記録に加え、RI 規制法において義務付けられた健
康診断の記録の引渡しを⾏って⻑期保存する制度として整備された。 

 

(３) 除染等登録管理制度 

2011 年 3 ⽉ 11 ⽇に発⽣した東⽇本⼤震災に伴う福島第⼀原⼦⼒発電所事故により放出された
放射性物質による環境の汚染に対処するため、除染等事業が開始された。2012 年 1 ⽉の東⽇本⼤
震災により⽣じた放射性物質により汚染された⼟壌等を除染するための業務等に係る電離放射線
障害防⽌規則（除染電離則）の施⾏により除染等事業者に対して作業者の被ばく線量記録につい
て法的に義務付けられたが、作業者は事業者間の流動性が⾼いことが想定され、過去の被ばく前
歴の確認や、線量記録や健康診断記録の散逸のおそれが課題として挙げられた。 

このため、除染等作業者についても原⼦⼒施設と同様に線量登録管理制度を⽴ち上げることと
なった。ここで原⼦⼒施設や RI 事業所と異なる点は、除染特別地域の作業者及び事故由来廃棄物
等の処分業務の作業者については、定期的(3 ヶ⽉ごと)な線量の登録と放射線管理⼿帳の運⽤を⾏
うこととしたのに対して、除染特別地域以外の作業者に対しては、⼯事終了後の記録の引渡しの
みを⾏うこととし、作業地域等によって登録管理の仕組みを異なるものとしたことである。 

2014 年 1 ⽉からワークステーションによる暫定の除染登録管理システムを⽤いて事業場（⼯事
件名）登録及び定期線量登録を開始し、2014 年 4 ⽉から記録引渡しの運⽤を開始した。なお、こ
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のシステムの最初の整備に際しては、厚⽣労働省から補助⾦の交付を受け、その後の運⽤につい
ては毎年度の制度参加事業者からの負担⾦で運⽤している。 

 
4.1.2 先⾏制度の特徴と運⽤の現状 

(１) 定期線量登録 

原⼦⼒登録管理制度では、原⼦⼒施設から従事者個々⼈の線量データが、１回/年の頻度で各事
業所のシステムから放影協のサーバシステムにオンラインで登録される。放影協ではデータを確
認した後、線量統計を作成し、公表している。 

RI 登録管理制度参加事業者の事業所からは、1 回/年の頻度で各事業所から線量記録が電⼦媒体
⼜は紙媒体で放影協に送付され、放影協側でサーバシステムに線量を⼊⼒している。ただし、線
量統計等は作成していない。 

除染等登録管理制度では、除染特別地域及び事故由来廃棄物の処分等に係る作業者については、
1 回/3 か⽉の頻度で各事業場のパソコンから放影協のサーバシステムにオンラインで登録される。
放影協ではデータを確認した後、線量統計を作成し、公表している。除染特別地域以外の作業者
については、⼯事終了後に線量記録が電⼦媒体⼜は紙媒体で引き渡される。線量記録はマイクロ
フィルム化して保存されている。 

 
(２) 放射線管理記録 

原⼦⼒施設からは従事者の指定解除時の記録を１回/⽉の頻度で紙媒体⼜は電⼦媒体で、RI 事
業所からは随時紙媒体で、除染等業務については⼯事終了後に紙媒体⼜は電⼦媒体で、放影協に
引き渡され、マイクロフィルム化して⻑期保管している。 

各作業者の記録を保存するマイクロフィルムの該当部分は中央登録番号（⼀部は仮番号で運⽤）
に紐付けて各サーバシステムに登録し、記録の照会があった場合には、容易に検索ができるよう
にしている。 

 
(３) 放射線管理⼿帳の運⽤ 

放射線管理⼿帳は放射線管理に必要な情報を記載することにより、移動先への適時・適格な情
報提供を可能とする制度である。定期線量の登録は、1 回/年⼜は 1 回/３か⽉であるが、放射線管
理⼿帳には最新の情報が記録できることから、定期線量の登録と相まって、⼿帳制度が運⽤され
ている。 

放射線管理⼿帳には、線量データだけでなく、健康診断や放射線防護教育の記録も記載するこ
ととしている。 

放射線管理⼿帳の発⾏は、⼿帳発効機関が⾏うこととなっており、⼿帳を新規発⾏する際には
放影協のデータベースから中央登録番号を取得し、付番することとしており、放射線業務従事者
の個⼈識別に利⽤されている。 

放射線管理⼿帳は、原⼦⼒施設、除染特別地域における除染等業務及び事故由来廃棄物等の処
分業務において運⽤されており、RI 事業所では運⽤していない。 
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図 1 放射線従事者中央登録管理制度における放射線管理⼿帳の運⽤ 

 
(４) 電離放射線等健康診断記録（電離健診記録） 

RI 等事業所及び除染等業務においては、事業の廃⽌等により記録の紛失や散逸が懸念されたこ
とから、随時あるいは除染等⼯事の終了時に電離健診記録を放影協に引き渡すこととしており、
放影協ではマイクロフィルム化して記録を保存している。 

原⼦⼒施設では原⼦炉等規制法で電離健診記録は求められていないため、事業者から放影協へ
の記録の引渡しは⾏われておらず、各施設で保管・管理されているが、電離則への対応のため放
射線管理⼿帳に電離健康診断の実施⽇と検査項⽬等を記⼊している。 

 
(５) 放射線防護教育記録 

放射線防護教育記録については、原⼦⼒、RI 及び除染等業務の 3 制度ともに放影協への記録の
引渡しは⾏われていない。 

ただし、放射線管理⼿帳を運⽤している原⼦⼒施設、除染特別地域における除染等業務等にお
いては、放射線管理⼿帳に放射線防護教育の実施⽇と実施項⽬を記⼊している。 

 
(６) 記録の引渡し 

RI 等事業者は、法令により放射線業務従事者の被ばく線量の測定記録及び電離健診記録の保存
が義務付けられている。ただし、当該記録の対象者が従事者でなくなった場合⼜は当該記録を５
年以上保存した場合には、放影協へ記録を引渡すことにより法令上の記録保存の義務が免除され
る。また、RI 等事業所で、RI 等の使⽤を廃⽌した場合は、放影協へ記録の引渡しを⾏うことが義
務付けられている。 

放影協では、引渡しを受けた記録を、⻑期保管するとともに、記録に関わる個⼈情報の開⽰請
求等に対応している。 
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4.1 項では先⾏する我が国の線量登録管理制度の現状について述べたが、先⾏制度においては
制度の具体的な内容・項⽬は分野ごとに異なっている。今後の線量登録管理制度を検討する上で、
線量データのみに着⽬した登録管理制度とするか、事業廃⽌時の法令に基づく記録の引渡しを意
識したものとするか、あるいは放射線教育記録等も含めた⽇常の放射線管理に必要な情報も含め
るかによって、制度の整備、運⽤は⼤きく異なるものとなる。 

 
4.2 ⽇本学術会議の提⾔・記録の概要 

⽇本学術会議は、基礎医学委員会・総合⼯学委員会合同 放射線・放射能の利⽤に伴う課題検討
分科会を発⾜させ、同分科会作業グループにて⼀元管理の基本形を検討し「提⾔ 放射線作業者
の被ばくの⼀元管理について」を平成 22 年 7 ⽉ 1 ⽇に発出した。 

さらに⼀元管理の具体的⽅法を検討し、「記録 放射線作業者の被ばくの⼀元管理を実現するた
めの具体的な⽅法」を平成 23 年 9 ⽉ 11 ⽇に発出した。 

その概要は以下のとおりである。 

 
4.2.1 提⾔の概要 

国家線量登録管理制度（⼀元管理）が必要な主な理由として、被ばく前歴の把握（法令要求）
が特に医療領域でできていないことを挙げている。また、⼀元管理制度を構築することで、以下
が達成できるとしている。 

 原⼦⼒・放射線に対する国⺠の理解を得る。 

 原⼦⼒・放射線利⽤の先進国として不⼗分（多くの国では確⽴済み）。 

 国際的な⼤規模な疫学調査に貢献できるようにする。 

また、⼀元管理のシステムに求められる基本機能として、⼤きく次の２つを⽰している。 

① 放射線作業者個⼈の法的管理期間内（５年間及び１年間）の被ばく線量及び放射線作業の
開始時点からの⽣涯線量（累積線量）を⼀括して把握できるようにすること。（作業場所が
異なっても同⼀個⼈であることを確認できるように「名寄せ」する。） 

② 原⼦⼒施設、医療施設、⼯業施設等あらゆる原⼦⼒・放射線利⽤の領域で業務に従事して
いる、あるいは、従事していた全放射線作業者の業務上の被ばく線量を包括的に把握でき
るようにすること。 
 

4.2.2 記録の概要 

記録では、上記で提⾔した制度を実現するための具体的内容を⽰している。このうち、重要な
のは、基本的な登録情報と線量登録の⽅式の提案である。 

基本的な登録情報としては、 

① 個⼈関連情報：個⼈識別事項、雇⽤主の情報、作業者の職種 
② 線量関連情報：被ばく線量、作業の種類等 
③ 被ばく前歴線量 

を挙げており、また、線量登録の⽅式として 

① 施設管理者が直接⼜は委託して線量登録する⽅式 
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② 雇⽤主が直接⼜は委託して線量登録する⽅式 
③ 測定事業者が線量登録する⽅式 

が考えられるとしているが、現⾏制度からの移⾏のしやすさ、実現の容易さ、徹底の度合いか
ら①が適切であり、また、線量の登録を代⾏する機関（測定サービス機関）の活⽤が有効として
いる。 

  
4.3 実現に⾄らなかった主な要因 

上記の提⾔・記録に基づき、関係者が関係省庁、関係学会への説明・協⼒依頼が⾏われたが、
制度構築は実現しなかった。この主な理由としては以下が考えられる。 

 ⼀部の放射線防護の専⾨家が理想的な制度を提案したもので、広くステークスホルダーを
巻き込んだ議論ではなかったためステークスホルダーの理解が得られなかった。 

 主要なステークスホルダー（国、事業者）に実現に向けたインセンティブが働かなかった。 

具体的には、国（規制当局）は、国の事業として実施する必要性が⾒いだせなかったことであ
る。すなわち、線量限度担保のための線量管理（事前把握等）は法令等に基づく、雇⽤主・事業者
の役割であること、また、原⼦⼒分野では既に事業者による運営制度が確⽴している現状を踏ま
えると、国が予算を費やして事業とする理由（正当性）がない。 

⼀⽅、事業者側では、被ばく線量が低い（検出限界未満が⼤多数）、複数年管理はまれである現
状を考えると、線量登録のために追加のコストを費やす必要性（メリット）がないとの意⾒が多
かったことである。 

 
4.4 線量登録管理制度の提案 

4.4.1 検討⽅針 

本検討グループでは、上記を踏まえ、我が国の制度や各々の現場の実態を考慮し、既存システ
ムをできるだけ活⽤した実現可能性のある合理的⽅法を、実現に向けた課題とともに提案すると
ともに、検討内容はステークホルダー会合（学会等）で報告し、合意形成を図ることとした。 

そして、上記の⽅針に従い、本検討グループでは、⼀つの案だけでなく、考えられる複数の選
択肢を提⽰して検討を進めた。 

 
4.4.2 ４つの制度案 

検討した制度案は、次の４つである。 

① 国家線量登録機関による中央⼀括管理 
② 事業者設置機関による⼀括管理（全作業者） 
③ 事業者設置機関による管理（⼀部作業者：複数事業所作業、⼀定線量以上） 
④ 業界・分野別の管理 

①は、国が登録機関を設置し、全ての放射線作業者を対象とする中央⼀括管理で、学術会議が
提⾔した制度、②は、国ではなく、事業者が登録機関を設置し、全ての作業者を対象として⼀括
管理する制度、③は、検出限界未満など線量が低い者には不要との意⾒を踏まえ、複数事業所で
作業する者、⼀定の線量以上を被ばくする者など、⼀部の作業者を対象にした制度、そして、④
は、業界・分野別に、その必要性に応じて制度を構築する考え⽅である。 
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